
仕様書 

Ⅰ．業務概要 

１．件  名  石和南小学校ほか 18施設受水槽等清掃業務委託 

２．履行場所  笛吹市石和町市部 720番地 石和南小学校ほか 18施設 

３．履行期間  契約日の翌日から令和 7年 10月 14日 

４．対象業務  受水槽・高置水槽・貯湯槽の清掃業務 

５．対象水槽  別紙１ 参照 

Ⅱ．仕様 

１．業務の範囲 

本業務範囲は、貯水槽の設備点検及び清掃とし、Ⅲ．特記仕様のとおりとする。 

２．業務条件 

清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は次のとおりとする。 

・ 実施日は、学校都合を優先とし基本的には夏季休暇中に行うものとする。作業時間

は、原則 8時 30分～17時 00分の範囲内とする。実施にあたっては、施設管理担当

者と綿密に協議を行う。

※参考：小中学校の夏季休暇 7/24～8/27

（学校閉庁日はお盆期間に 7日間あり閉庁日については作業不可） 

３．受注者の負担の範囲 

業務の実施に当たり必要となる次の経費は、受注者の負担とする。 

・ 業務の実施に必要な清掃用資機材

・ 業務の実施に必要な外線電話等の使用料

・ ごみ袋、ゴミ集積用具、衛生消耗品、ゴミ運搬用具

４．業務の報告 

業務責任者は、作業終了後速やかに次の書類を施設管理担当者へ提出する。 

・ 実施箇所ごとの写真

作業前、作業中(作業工程・清掃方法がわかるもの) 、作業後

Ⅲ．特記仕様（貯水槽設備の点検及び清掃作業） 

１． 貯水槽の水抜きをする。 

２． 使用器具の消毒をする。 

３． 貯水槽内の沈殿物及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄に用いた水

を完全に排除する。 

４． 清掃終了後 消毒 

５． 消毒は貯水槽内の全壁面、床及び天井の下面について消毒薬を高圧洗浄機等で噴霧によ

り吹き付ける。2回行う。 

６． 消毒終了後 20分以上経過してから水洗いを行い、消毒液を完全に排除する。 

７． 消毒終了後の貯水槽への立ち入りはしない。 

８． 貯水槽の水張り終了後、水質検査及び残留塩素の測定を行う。 

９． 作業前・中・後の写真付きの貯水槽清掃作業及び点検報告書を作成する。 



 

Ⅳ．その他 

１． 許認可等 

1） 建築物飲料水貯水清掃業の登録を受けていること。 


